
技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

1
交通
安全
施設

信号機
（新設）

京丹後市網野町
網野238番地2先
中筋通五反田苗
代線交差点

小学校の通学路である
が歩道が一部しかな
く、車両の通行も多
い。交差点の見通しも
悪いため信号機設置を
要望

無 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
実施
しない

実施
しない

京丹後署管
内（受付番
号３７）

2
交通
安全
施設

信号機
（新設）

宮津市字溝尻
513番地1先国道
178号小松川線
交差点

地元住民が国道を横断
する際、自動車が止ま
らず危険なため、安全
に横断できるよう押ボ
タン信号機の設置要望

無 ○ ○ ○ ○ × × ○
実施
しない

実施
しない

宮津署管内
（受付番号

282）

3
交通
安全
施設

信号機
（灯器改良）

京丹後市久美浜
町平田地内Ｒ
178久美浜町平
田交差点

カーブ地点であり、信
号機を設置しにくいの
で、予告灯設置等の灯
器改良を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施 実施 京丹後署管

内（受付番
号４０）

4
交通
安全
施設

信号機
（文字板）

与謝郡与謝野町
字明石Ｒ176古
墳公園前交差点

感知器の下にちゃんと
停まれているかわから
ないため、感知中の表
示機能がついた文字板
の設置を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施 実施 宮津署管内

（受付番号
152）

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

1

種別 名　　　　　称 所在地 対象

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

府民公募型整備事業（　府民提案型　）技術審査一覧【丹後地域】

受付番
号

提案施設

提案概要
用地買収
の有無

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

技術審
査
結果

審査委員会
意見等

備考

◆【技術審査結果】 
 ・実施する①…緊急性大 
 ・実施する②…緊急性中 
 ・実施する③…緊急性小 
 ・他事業で実施 
 ・実施しない 

http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-somu/documents/keisatu-1.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-somu/documents/keisatu-2.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-somu/documents/keisatu-3.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-somu/documents/keisatu-4.pdf

